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【出題の趣旨】 

 

問題１ 

 問題 1 は，具体的事例をもとに，共犯関係からの離脱，因果関係など，刑法上の重要論点について，その

基本的な理解を問うものである。 

 甲の罪責について，乙を被害者とする傷害罪のほか，少なくとも，Aを被害者とする強盗傷害罪が成立しう

ることには問題がないであろうが，更に A の死亡結果まで帰責させて強盗致死罪の成立まで認めうるかにつ

いては，因果関係に関する判例及び学説の傾向も踏まえた慎重な検討が必要になる。他方，乙の罪責について

は，少なくとも，財布を交付させた点について甲との関係で強盗罪の共同正犯が成立しうる点については問題

がないであろうが，更に甲が A を殴打して傷害を負わせ（最終的に死亡させるに至っ）た点については，共

同正犯としての罪責を負うかが問題となり，共犯関係からの離脱に関する学説及び判例の動向を踏まえた検討

が求められる。 

 

問題２ 

 放火罪における「焼損」概念については、様々な見解が主張されているところ、本問では、焼損概念が争わ

れる事例(例えば、床面 30㎝四方が焼け焦げるにとどまった事例、難燃性の建物で内部は融解し煙や有毒物質

が発生したが、建物の躯体は焼け落ちなかった事例)を適確に示して、各見解の相違点に留意しつつ、どのよ

うな視点から焼損か否かを判断すべきかを論述することが求められる。 
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